
寒 川町 火災 予防規 則新 旧対 照表  

現 行  改 正案  

～ 略～  ～ 略～  

第 1号様式 (第 2条の 2関 係 )  

[別 添のと おり ] 

第 1号様式 (第 2条の 2関 係 )  

[別 添のと おり ] 

～ 略～  ～ 略～  

第 3号様式 (第 8条関 係 ) 

[別 添のと おり ] 

第 3号様式 (第 8条関 係 ) 

[別 添のと おり ] 

～ 略～  ～ 略～  

 附  則  

こ の規 則は、平成 31年 7月 1日 から 施行す

る 。  

 










